
契約書（案） 

 

件名    データベース Web of Science Core Collection・Starter API 及び 
InCites Journal and Highly Cited Data の利用 
 

代金額       金           円也 

（うち消費税額及び地方消費税額  円） 

 

  消費税額及び地方消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８

２及び第７２条の８３の規定に基づき、課税取引分となる代金額に１１０分の１０を乗じて得た額で

ある。 

本契約は、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するため、別途消費税等を申告・納付する。 

 

  発注者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁（以下「甲」という｡）と受注者 

      （以下「乙」という。）との間において、上記の役務（以下「役務」という。）について、

上記の請負代金額で次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 

第１条 乙は、別紙仕様書に基づき請負契約を行うものとする。 

第２条 契約期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

第３条 利用代金は、令和８年４月以降、全額を前金払いするものとし、乙は利用代金の請求書を浜松医科

大学学術情報課目録情報係へ送付するものとする。 

第４条 甲は、上記代金額以外に、リバースチャージ方式により消費税等を申告・納付するものとする。 

第５条 乙は、甲の利用中障害によって利用が中断した場合は、速やかにその回復に最善の措置を講ずるも

のとする。 

第６条 甲は、出力物を甲の教職員及び学生の研究・教育の目的に使用すること並びに認定利用者（本学附

属図書館へ物理的に立ち入ることを図書館が認めた一般人）に提供すること以外は、乙の書面による承認

を得ることなく複製、編集又は配布してはならないものとする。 

第７条 乙は、乙の責に帰すべき事由により本契約に解約の必要が生じた場合は、次の式により算出した額

を精算し、甲へ返戻するものとする。 

  精算金  ＝   利用代金（年額）－（利用代金（年額）× 利用日数 ÷ ３６５日） 

第８条 契約保証金は、免除する。 

第９条 この契約について必要な細目は、国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則によるものとす

る。 

第 10 条 この契約について、甲・乙間に紛争を生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。 

第 11 条 この契約に関する訴えの管轄は、浜松医科大学所在地を管轄地域とする静岡地方裁判所浜松支部

とする。 

第 12 条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲・乙間において協議し

て定めるものとする。 

 

 上記契約の成立を証するため、甲・乙は次に記名し、印を押すものとする。 

 この契約書は、２通作成し、双方で各１通を所持するものとする。 

 

 

 



  令和 年 月  日 

 

              甲  浜松市中央区半田山一丁目２０番１号 

                 国立大学法人浜松医科大学                                            

理 事    三 沼  仁 

 

乙   


